




アーク溶接時に発生する溶接ヒュームは、アークの熱
によって溶かされた金属が蒸気となり、その蒸気が空気
中で冷却され固体状（金属酸化物）の細かい粒子となっ
たものです。

私たちの目には、煙のように見えます。

溶接ヒュームのヒュームとは？





目には見えないが、高さ1.5ｍのところから落とすと2日間漂う

粒径0.1～1.0μｍ程度。

PM2.5と比べても如何に小さ
な粉じんであるかが解る。



見えていないから、大丈夫？

目に見えない粉じんが肺の奥まで侵入して、蓄積さ
れます。



粉じんによる健康障害

「じん肺」は粉じん障害による疾病の中で最も恐れられてい

る病のひとつであり、現代医学でも「不治の病」とされています。



今回は、溶接ヒューム中のマンガンが
規制の対象となります。



パーキンソン症候群の様な特有の神経障害

• 手足のふるえ

• 筋肉のこわばり

• うまく歩けない（小きざみ歩行）

• 姿勢がおかしくなる

• 動作が困難等











測定対象者の選定方法

１．均等ばく露作業は、溶接方法が同一であり、溶接材料、母
材や溶接作業場所の違いが溶接ヒュームの濃度に大きな影
響を与えないことが見込まれる作業とする必要がある。
２． 「適当な人数」は、原則として均等ばく露作業に従事する
全ての労働者であるが、作業内容等の調査を踏まえ、均等ば
く露作業におけるばく露状況の代表性を確保できる抽出方法
を用いて対象労働者を抽出することができる。
３．均等ばく露作業に従事する労働者の数が１人の場合は、
当該者に対する測定を２作業日について行う。
４．溶接作業の準備作業、溶接の合間に行われる研磨作業
等、溶接後の片付け等の関連作業は一連の溶接作業として
測定の対象とする。なお、組立や塗装作業等、溶接 と関係の
ない作業は、測定時間に含めない。測定値は、測定時間に対
する時間加重平均値とする。



例
第３工場 溶接作業 ５名
同一の溶接材料、母材で同一の方法

代表者 ２名を選定（作業量の多い人）



例
第１工場 溶接作業 ２０名
複数の溶接材料を使用（詳細な調査が必要）

各作業の代表者 ２名を選定



例
先ほどの第１工場とほぼ同じ
溶接作業 １５名
複数の溶接材料を使用（詳細な調査が必要）

第１工場と同じデータを採用しても良いか・・・検討の必要あり
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実測値からの防護係数の求め方

• 測定値／0.05（係数） = 防護係数

• 例えば

測定値 0.25（mg/㎥) / 0.05 = 5

測定値 0.50（mg/㎥) / 0.05 = 10

測定値 1.50 （mg/㎥) / 0.05 = 30



半面形面体 （防護係数１０）





電動ファン付き呼吸保護具 （防護係数３３）



電動ファン付き呼吸保護具（ルーズフィット形）
（防護係数1000）
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特定化学物質作業主任者の選任

※建設作業や設備の補修作業等、毎回異なる場所で短時間の金属アーク溶接作業
を実施する場合も特定化学物質作業主任者の選任が必要。



特定化学物質作業主任者の講習プログラム（例）



特殊健康診断の実施











罰 則

６か月以下の懲役又は５０万円以下の罰金

労働者の危険又は健康障害を防止するための措置を講じなかっ
た場合（安衛法20条～25条）

有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、必要な作業環
境測定を行わなかった場合、また、その結果を記録していなかっ
た場合（安衛法65条）

安全衛生教育実施違反（安衛法59条3項）

作業主任者を選任しなかった場合 等々







私たちがサポートできる事柄

保護具の選定、安全衛生教育サポート（フィットテスト）

清掃機材の提案

特定化学物質の掲示物

溶接ヒュームの個人ばく露測定

溶接ヒューム

全体換気装置、局所排気装置の提案



ビデオばく露モニタリング手法

測定

アップロード

撮影

ビデオカメラ
ウェアラブル カメラ

デジタル粉じん計
騒音計
リアルタイム モニタ 等

映像と測定データ
の同期再生ソフト



粉じんとＣＯについては、濃度変化に関連が見られ、そ

れらの発生量は、溶接の種類により異なることが分かっ

た。

ハンドグラインダーによる研磨やジェットタガネを使った

スパッタ落とし時には、短時間ではあるが100dB(A)を超

える著しく高い騒音のばく露を受けていることが確認でき

た。

ＶＥＭ測定結果の説明を行った結果、複合ばく露の状

況を十分に理解した上で、まずは保護具の着用を徹底

することとなった。

考 察



作業環境測定について
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作業環境測定

労働安全衛生法第６５条
有害な業務を行う作業場について、定期的に作業環境測定を行い、その

結果を記録しなければならないと規定されています。

1. 粉じんを著しく発散する屋内作業場（６月以内ごと）

2. 暑熱寒冷または多湿の屋内作業所（半月以内ごと、気温、湿度、ふく射熱）

3. 著しい騒音を発する屋内作業場 （6ヶ月以内ごと）

4. 坑内作業場（半月以内ごと、炭酸ガス、気温、通気量）

5. 中央管理の空調設備下の事務所 （2か月以内ごと、一酸化炭素、二酸化炭
素、室温、外気温、相対湿度）

6. 放射線業務「放射性物質取扱室」（１月以内ごとに）

7. 特定化学物質を製造または取り扱う作業場（６月以内ごとに）

8. 一定の鉛業務を行う作業場（１月以内ごと、空気中の鉛濃度）

9. 酸素欠乏危険場所の該当作業場（作業開始前、酸欠＋（硫化水素））

10.有機溶剤を製造または取り扱う作業場（６月以内ごと）



粉じん
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➢ 測定場所
土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場

➢ 具体的作業場
ショットブラスト作業場、鉄工所、セメント工場、溶接作業場

➢ 測定頻度等： ６ヶ月に１回 報告書は、７年間保存



騒音
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作業環境における騒音の測定は、作業環境測定基準第４条に規定されて

おり、著しく高いレベルの騒音が発生する作業場は、等価騒音レベルを

測定することとなっています。

測定作業場についても労働安全衛生規則第５８８条では作業場８ｹ所、

また「騒音障害防止のためのガイドライン」では、８５ｄＢを超えると

思われる作業場も同様の管理が求められています。



特定化学物質
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具体的な測定場所

➢ 病院 （ホルムアルデヒド、ＥＯＧ）、

➢ メッキ工場（クロム、ニッケル、コバルト等）

➢ 塗装工場（エチルベンゼン）、

➢ 金属 （コバルト合金）の切削工場

測定頻度等： ６ヶ月に１回

報告書は、３年間保存。

発がんの疑いのある物質は、３０年間保存



有機溶剤
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有機溶剤（第１種有機溶剤または第２種有機溶剤）を製造し、または取り扱う屋

内作業場

第１種有機溶剤 ： ジクロルエチレン、二硫化炭素の２種類

第２種有機溶剤 ： トルエン、キシレン、アセトン、イソプロピルアルコール

など約４０種類

具体的な測定場所

➢ 塗装工場 （塗料、ラッカーシンナー等）

➢ 印刷工場、 洗浄作業場 （電機、機械製造業等）

➢ 化学工場

測定頻度等： ６ヶ月に１回 、報告書は、３年間保存。



作業環境
管理

管理体制
確立強化

作業管理

安全衛生
教育実施

健康管理


